
議案第１５号 交野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正において、非常勤消防団員
等、消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額の改正が行われることから、交野市消防団
員等公務災害補償条例においても政令と同様の改正を行うもの。

２．条例改正の内容

参考資料 消防本部総務課

階級
勤務年数

10年未満 10年以上20年未満 20年以上

団長及び副団長 12,500円（12,440円） 13,350円（13,320円） 14,200円（14,200円）

分団長及び副分団長 10,800円（10,670円） 11,650円（11,550円） 12,500円（12,440円）

部長、班長及び団員 9,100円（8,900円） 9,950円（9,790円） 10,800円（10,670円）

② 別表関係

備考：（ ）内書は現行の補償基礎額である。

① 第５条第２項第２号関係

消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を8,900円から9,100円に引き上げる。

３．施行日：令和６年４月１日

非常勤消防団員等の補償基礎額を下表のとおり改正する。

議案書４９Ｐ～ ５０Ｐ



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
         令和６年３月定例会 

議案の 
件 名 

議案第１５号 
交野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例について 
政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
 消防組織法第 24条第 1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第 36条の

3 の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法

第 6 条の 2 第 1 項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第 45
条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法第 84 条第 1 項(原子力

災害対策特別措置法第 28 条第 1 項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に

よる応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。 

 他市においても、同様の改正が行われる。 
 
 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で定める非常勤消防団員等及び消防

作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について、所要の改正が行われることから、交野市

消防団員等公務災害補償条例の一部についても同様に改正を行うもの。 
 

 
 
 
 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正 令和 6 年 4 月 1 日施行 
 
 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 － 

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 協働によるまちづくり 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和６年４月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

消防本部 総務課  有 ・ 無  新旧対照表等 

 



 

交野市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２０号）新旧対照表 

新 旧 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は

応急措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務

に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡

し、若しくは障害を有することとなつた場合には、９，１００円

とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に

比して公正を欠くと認められるときは、１４，２００円を超えな

い範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は

応急措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務

に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡

し、若しくは障害を有することとなつた場合には、８，９００円

とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に

比して公正を欠くと認められるときは、１４，２００円を超えな

い範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

別表 別表 

補償基礎額表（第５条関係） 補償基礎額表（第５条関係） 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０

年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，５００円１３，３５０円１４，２００円

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０

年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，４４０円１３，３２０円１４，２００円



 

新 旧 

分団長及び副分団長 １０，８００円１１，６５０円１２，５００円

部長、班長及び団員 ９，１００円 ９，９５０円１０，８００円
 

分団長及び副分団長 １０，６７０円１１，５５０円１２，４４０円

部長、班長及び団員 ８，９００円 ９，７９０円１０，６７０円
 

備考 備考 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に

上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員

の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその

者が属していた階級による。 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に

上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員

の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその

者が属していた階級による。 

２ 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該

階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前

における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級

に属していた期間とを合算する。 

２ 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該

階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前

における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級

に属していた期間とを合算する。 

 


